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給食業務委託事業者の選定に係るプロポーザル実施要項 

 

１．目的 

  社会福祉法人の業務契約においては、公益性、透明性の実現が重要である。通常、業務委託契約

については、経理規程に基づき指名競争入札若しくは一般競争入札が基本となるが、食事は人の生

活の中でも大きなウエイトを占める楽しみの一つであり、特に施設における食事内容は各施設のサ

ービスの質の根幹にも関わってくるものと考えられる。従って、価格のみを比較する一般競争入札

等は給食業務委託業者を選定するには適さないと判断し、入所者、利用者に対する食事提供の考え

方、味の工夫、価格、管理体制等を総合的に比較検討し、業者を選定するため、プロポーザル方式

を採用する。 

 

２．委託業者の概要 

 (1) 名称 

    社会福祉法人清陽会給食業務委託 

 (2) 委託業務の内容 

    「社会福祉法人清陽会 給食業務委託仕様書」の通り 

 (3) 委託期間 

    令和６年４月１日～令和７年３月３１日(但し、更新できるものとし、令和９年３月３１日ま

での延長をもって契約最終とする。) 

 

３．参加資格要件 

  プロポーザルに参加できるものは、プロポーザル実施公表の時点において、次に掲げるすべての

要件を満たしている者とする。 

 (1) 食品衛生法による許可(飲食店営業に係る許可に限る。)を受けていること。 

 (2) 現に高齢者福祉施設の給食業務に関わっており、高齢者福祉施設での給食調理受託実績が３年

以上あること。 

 (3) 平成３０年４月１日以降、熊本県内で食中毒等衛生事故による営業上の行政処分を受けたこと

がないこと。 

 

４．企画提案書 

 (1) 企画提案書の作成に当たっては、仕様書を参照し、下記項目の順序、構成で作成すること。ま

た、企画提案書の表現については、専門的な知識を有しない者でも理解できるよう、分かりや

すいものとすること。 

  ① 事業者の業務実績について 

     過去３年以内の高齢者福祉施設における給食業務に関わる実績を記載すること。 

  ② 業務運営について 

    ア 施設給食に対する基本的な考え方と施設との連携体制について 

    イ 給食業務実施体制(人員確保等)や職員研修について 

    ウ 安全衛生管理に関する具体的な考え方について 

    エ 危機管理に関する具体的な考え方について 

  ③ 給食業務運用の実施方法について 
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    ア 入所者・利用者満足度を高めるための方策について 

      (季節行事食や回数の内容、その他入所者、利用者満足度を高めるための具体的な取組み) 

    イ 個別対応について 

      (入所者、利用者の食欲不振時の対応、食物アレルギーや禁止食についての考え方と対

応、入所者、利用者の健康保持のための提案) 

 (2) 留意事項 

  ① 企画提案書はＡ４版縦、横書き、左上箇所綴じの印刷物とする。 

  ② 企画提案書は、１社につき１提案とする。 

 

５．プロポーザルの参加申し込みについて 

  本プロポーザルに参加しようとする者は、下記の内容の通り参加申し込みの手続きを行うこと。 

 (1) 参加表明の受付 

   ・参加表明書(様式１号) 

令和５年１１月６日(月)から令和５年１１月２４日(金)午後４時まで必着 

 (2) 企画提案書等の提出 

  ① 企画提案書 

  ② 受託先一覧 

  ③ メニュー表及び栄養量(常食１週間分・写真添付のこと。) 

  ④ 委託料見積書(様式２号) 

  ⑤ 会社概要及び担当者名(会社案内、名刺等) 

   ア 登記事項証明書(商業登記) 

   イ 直近３年分の国税及び地方税の納税証明書 

令和５年１２月７日(木)午後４時まで必着 

 (3) 提出方法 

    持参又は書留郵便とする。 

 (4) 提出書類の取扱い 

  ① 提出された全ての企画提案書等の書類は返却しない。 

  ② 提出された全ての企画提案書等の書類は、本プロポーザルの目的以外には使用しない。 

 (4)提出先 

   〒８６９－１１０７ 

   熊本県菊池郡菊陽町辛川１９２９番地 

    社会福祉法人清陽会 担当者：西本 

     電 話０９６－２３２－１１８８ 

     ＦＡＸ０９６－２３２－１１８５ 

 

６．質問及び回答 

  質問がある場合には、以下の方法にて行うこと。 

 (1) 質問方法 

    必ず電子メールにより提出すること。 

    電子メールアドレス：kihouen@feel.ocn.ne.jp 

 (2) 質問受付期限 
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    令和５年１１月２４日(金) 午後４時まで 

 (3) 質問の回答方法 

    送信を希望するメールアドレスに電子メールで順次回答する。但し、質問の内容によってはプ

ロポーザル方式による事業者選定に公平を保てない場合には回答しないことがある。 

 

７．審査方法 

  １次審査(書類審査)の後、２次審査(プレゼンテーション及び試食)を行う。１次審査経過者に２次

審査を行い、審査の結果、最も評価点数の高い業者を候補者として選定する。なお、選定した業者が

採用の辞退及びその他の理由で契約できない場合は、次点者を委託候補者とする。但し、全社が必要

な評価点数に満たない場合には、本プロポーザルの中止を、また、１次審査通過者が数社に満たない

場合には１社での２次審査を行うが、その結果、必要な評価点数に満たなかった場合にも候補者を選

定せず、本プロポーザルを中止することがある。 

 

８．１次審査 

 (1) 選考方法 

    社会福祉法人清陽会で定めた評価基準に基づき、審査委員により、企画提案書等の内容を審査

し、基本的に数社を第１次選考する。但し、各評価項目の点数等は公開しないものとする。 

 (2) 評価基準 

  ① 評価の前提条件 

     同業同種の施設給食受託の実績があり、調理技術、安全衛生管理等の教育を積極的に行って

いる意欲的な業者で、かつ、福祉施設への食事提供意義や目的を理解し、社員教育を徹底して

いること。また、栄養士及び調理員を安定的に雇用しており、かつ、その業者の経営状態等も

安定していること。 

 

  ② 評価基準 

項 目 説 明 配点 

給食に関する

取り組み 

安全な食材を調達し、安全に調理、保存し、いつでも安全で美味し

い給食を提供するために努力していること。 

２５ 

社会福祉法人清陽会の運営全般に協力的であり、給食業務を通じて

サービスの向上や改善に向けての提案や取り組みに積極的であるこ

と。 

常に品質向上の努力をし、安全で美味しく、入居者、利用者に喜ば

れる特色ある給食の提供に積極的に努力していること。 

安全衛生管理 「大量調理施設衛生管理マニュアル」(平成９年３月厚生労働省通

知)等に基づいた独自の衛生管理マニュアルを確立し、これに基づき

給食業務を実施していること。 

２５ 給食業務職員に対して、食品の安全衛生管理に関する教育が徹底さ

れていること。 

安全、衛生及び調理技術に関する資質向上のため、行政機関等が主

催する研修に業務職員を参加させていること。 
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給食業務職員の健康管理(定期的な診断、検便等)が確実に実施され

ていること。 

業務遂行能力 仕様書に基づき、業務を継続して安定的に遂行できること。 

２０ 

仕様書に基づき、業務を継続して安定的に遂行できる有資格者の配

置と人員体制が確保されていること。 

福祉施設の給食業務を理解し、食事の準備や配膳、片付けに適切な

配慮がなされるよう職員教育がされていること。 

見積金額 総額(令和６年４月１日～令和７年３月３１日)が予算の範囲内であ

り、かつ、価格に優位性があること。(総合評価のため、必ずしも最

低見積価格をもって候補者選定するのではない。) 

３０ 

 

９．２次審査 

 (1) 選考方法 

    選考委員により、評価点数を満たした上で最も優れた業者を給食業務委託契約候補者とし、業

務について協議する。２次選考会の日時、場所、その他詳細については、１次選考通過事業者に

別途通知する。 

 

１０．審査結果の通知 

 審査結果は、後日参加者全員に文書にて通知する。但し、各評価項目の点数等は公開しないものとす

る。また、結果に対する異議は受け入れない。 

 

１１．事業者選定に係る日程 

 (1) 実施要項の公表(当法人のホームページ) 令和５年１１月 ６日(月) 

 (2) 参加表明書の提出期限         令和５年１１月２４日(金) 

 (3) 質問受付期限             令和５年１１月２４日(金) 

 (4) 質問回答               令和５年１２月 １日(金) 

 (5) 企画提案書等の提出          令和５年１２月 ７日(木) 

 (6) １次審査結果通知           令和５年１２月１２日(火) 

 (7) プレゼンテーションの実施       令和５年１２月１９日(火) 

 (8) ２次審査結果通知           令和５年１２月２２日(金) 

 (9) 業務委託契約の締結          令和５年１２月下旬 

 

１２．その他 

 本プロポーザルに要する費用は全て各提案者の負担とする。 

 


